
つくば市森林活動団体支援事業補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、森林の保全、整備、利活用、環境教育、普及啓発その他の公益

的活動を実施する団体に対し、つくば市森林活動団体支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、つくば市補助金等交付適正化規則（昭和 62 年つく

ば市規則第 15 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 31 年法

律第３号）に基づき国から譲与される森林環境譲与税を活用し、つくば市森林バンク

制度と連携しつつ、市内の森林において活動団体が行う森林整備、森林資源の利活用、

環境教育、森林体験、木育、森林で活動する担い手の確保、生物多様性の保全に要す

る経費を補助することにより、市民等の森林に対する関心及び参加を促進し、地域の

森林の適切な維持管理、森林保全及び持続可能な森林利用の推進に資することを目的

とする。 

（到達目標） 

第２条の２ 市長は、この補助金により、森林バンク台帳に登録された森林において、

活動団体、森林所有者その他の関係者が連携し、補助金の交付終了後も自立的かつ継

続的に森林の維持管理、利活用及び市民参加型の活動を行う体制の形成を図るものと

する。 

２ 前項の体制の形成に当たっては、次に掲げる事項の推進を目指すものとする。 

(1) 森林バンク台帳に登録された森林の継続的な保全及び利活用 

(2) 森林で活動する担い手の確保及び育成 

(3) 市民、学校、保育所、認定こども園、社会福祉施設その他これらに類する施設の

参加機会の拡大 



(4) 補助事業終了後においても活動団体が自主的に継続できる運営基盤の形成 

（定義） 

第３条 この要項において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 森林 本市の区域内における森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第２条第１項に

規定する森林をいう。 

(2) 森林バンク制度 つくば市森林バンク制度実施要項に基づき運用する制度をい

う。 

(3) 森林バンク台帳 森林バンク制度において登録された森林に関する情報を管理

する台帳をいう。 

(4) 活動団体 本市内の森林において、森林整備、森林資源の利活用、環境教育、森

林体験、木育、森林で活動する担い手の確保、生物多様性の保全に資する公益的活動

を行う団体をいう。 

(5) 補助事業 活動団体が実施する事業であって、第５条に規定するものをいう。 

（補助対象団体） 

第４条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) 法人格を有しない団体にあっては、その構成員が２人以上であること。 

(2) 法人にあっては市内に事務所又は活動拠点を有し、法人格を有しない団体にあ

ってはその代表者が市内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。 

(3) 代表者その他当該団体を代表し、及び補助事業を統括する者が明らかであるこ

と。 

(4) 補助事業に係る会計及び経理を適正に行い、その内容を報告することができる

体制を有すること。 

(5) 補助事業を適正かつ確実に実施することができる体制を有すると認められるこ

と。 

(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。 



(7) 法人にあっては当該法人に課されている市町村税に、法人格を有しない団体に

あってはその代表者に課されている市町村税に、申請日において滞納がないこと。 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと密

接な関係を有する団体でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助金の交付の対象としない。 

(1) 剰余金その他の利益を分配することを目的とする団体 

(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる

目的とする団体 

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする

団体 

(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又

はこれらに反対することを目的とする団体 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める団体 

（補助事業等） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

(1) つくば市森林バンク制度実施要項に基づく森林バンク台帳に登録された森林に

おいて実施する事業であること。 

(2) 森林の保全、整備、利活用、環境教育その他森林環境の向上に資する事業である

こと。 

(3) 市民等が参加し、又は参加する機会が確保されていること。 

(4) 森林活動の継続性が見込まれる事業であること。 

(5) 森林所有者その他当該事業の実施について権原を有する者の書面による同意を

得ていること。 

(6) 安全管理、実施体制及び収支計画が適切であること。 



(7) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から交付を受けた資金を財源とする

他の補助対象事業でないこと。 

２ 具体的な補助事業は、次に掲げるものとする。 

(1) 市民参加により行う下草刈り、枝払い、竹林整備、林内整理その他森林の保全及

び維持管理に関する事業 

(2) 森林を活用して行う環境教育、森林体験、木育に関する事業 

(3) 森林資源又は森林由来の素材を活用して行う体験活動に関する事業 

(4) 森林で活動する担い手の確保及び育成に関する事業 

(5) 学校、保育所、認定こども園、社会福祉施設その他これらに類する施設が実施す

る森林体験活動、環境教育その他森林への理解の促進に資する事業 

(6) 森林における動植物の生息環境又は生育環境の保全、外来種の防除その他生物

多様性の保全及び向上に資する事業 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業としない。 

(1) 公序良俗に反する事業 

(2) 政治的又は宗教的な内容を有する事業 

(3) 営利を主たる目的とする事業 

(4) 特定の者の親睦、娯楽、遊興等を主な目的とする事業 

(5) 法令、条例、規則又はこの要項に違反し、又は違反するおそれがある事業 

(6) 森林法その他関係法令に基づく届出、許可その他の手続が必要である場合にお

いて、当該手続を行っていない事業 

(7) 同一の会計年度において、同一の森林又はこれに隣接する森林で実施される事

業であって、他の活動団体が申請し、又は既に交付決定を受けた補助事業と事業区分、

実施内容、目的又は効果が重複すると認められる事業（重複の有無は、第７条第３項

第６号の規定による審査において判断するものとする。） 

(8) 他の活動団体による申請と形式上は別であっても、構成員、代表者、役員、会計

管理者、活動拠点、会計、事業計画、使用する資機材その他の事情を総合的に勘案し



て、実質的に同一の団体又はこれと密接な関係を有する団体による申請と認められる

事業（実質的同一性の有無は、第７条第３項第７号の規定による審査において判断す

るものとする。） 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業 

４ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する

経費のうち、別表に掲げる経費とする。 

５ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。 

(1) 団体の経常的な運営に要する経費 

(2) 飲食費、交際費、慶弔費その他これらに類する経費 

(3) 団体の構成員に対する人件費、謝礼、日当その他これらに類する経費。ただし、

団体の構成員でない者であって、市長が必要と認める外部講師又は専門的知識を有す

る者に対する謝礼を除く。 

(4) 用地の取得、補償その他これらに類する経費 

(5) 補助事業との関連が明確でない備品購入費 

(6) 領収書その他支出を証する書類により確認することができない経費 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 

６ 補助金の交付を申請することができる額は、補助対象経費の合計額の範囲内の額

であって、当該補助事業に要する経費の総額から当該補助事業に係る収入額を減じた

額を上限とする。 

７ 補助金の額は、前項の額の範囲内で、補助対象経費に対し、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合以内及び額を限度とする。 

(1) 当該団体がこの要項に基づく補助金の交付決定を初めて受ける年度 10分の10

以内とし、10 万円を限度とする。 

(2) 前号の年度の翌年度以後の年度 ２分の１以内とし、10 万円を限度とする。 

８ 補助金の交付は、１団体につき１会計年度当たり１回を限度とする。 

９ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 



（補助金の交付申請） 

第６条 規則第４条第１項の補助金等交付申請書の様式は、つくば市森林活動団体支

援事業補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 規則第４条第１項の所定の期日は、補助金の交付を受けようとする会計年度の４

月１日から 11 月の最終開庁日までとする。 

３ 規則第４条第２項第１号の補助事業等の事業計画書の様式は、つくば市森林活動

団体支援事業補助金事業計画書（様式第２号）とする。 

４ 規則第４条第２項第２号の補助事業等の収支予算書の様式は、つくば市森林活動

団体支援事業補助金収支予算書（様式第３号）とする。 

５ 規則第４条第２項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 団体概要書（任意様式第１号）及び規約、会則その他これらに類するもの 

(2) 法人格を有しない団体にあっては、構成員名簿（任意様式第２号） 

(3) 事業実施箇所の位置図 

(4) 森林所有者その他当該事業の実施について権原を有する者の承諾書又は同意を

証する書類（任意様式第３号） 

(5) 事業計画に係る工程表その他補助事業の継続性が確認できる書類 

(6) 安全管理計画書（任意様式第４号） 

(7) 法人にあっては当該法人に課されている市町村税に、法人格を有しない団体に

あってはその代表者に課されている市町村税に、申請日において滞納がないことを証

する書類。ただし、市が公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。 

(8) 当該申請が他の活動団体による申請と重複せず、かつ、実質的に同一の団体に

よる分割申請に該当しないことを誓約する書類（任意様式第５号） 

(9) 補助事業完了後２会計年度における活動継続計画書（任意様式第７号） 

(10) 市長が必要と認めるその他の書類 

（補助金の交付審査） 

第７条 規則第５条の規定による審査は、市長が行うものとする。 



２ 市長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて関係部局の職員に申請内容の確

認をさせ、又は意見を求めることができる。 

３ 市長は、前２項の審査に当たり、次に掲げる事項を勘案するものとする。 

(1) 第２条に規定する補助金の目的との整合性 

(2) 公益性及び市民参加の見込み 

(3) 事業の実現可能性及び継続性 

(4) 安全管理体制の適切性 

(5) 経費積算の妥当性 

(6) 同一の会計年度における他の申請事業との区域、事業区分、実施内容及び実施

主体の重複の有無 

(7) 当該申請団体と他の申請団体との間における構成員、代表者、役員、会計、活動

拠点その他の密接な関係の有無 

(8) 前号に掲げるもののほか、補助金の公平性及び適正執行の確保に関し市長が必

要と認める事項 

(9) 補助事業完了後２会計年度における活動継続の見込み及び自主的な運営基盤の

形成可能性 

（補助金の交付条件） 

第８条 規則第６条第１項第５号の補助金等の交付の目的を達成するために必要と

認められる事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。 

(2) 補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市

長の承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(3) 市長が補助事業について報告を求め、又は職員をして帳簿、証拠書類その他の

物件を調査させる場合は、これに応じること。 

(4) 補助事業の実施に当たっては、事故防止その他安全管理に十分配慮し、必要に

応じて保険加入その他の措置を講ずること。 



(5) チェーンソー、刈払機その他危険を伴う機械器具を使用する場合は、当該機械

器具の取扱いに関する講習を修了した者又はこれと同等の知識及び技能を有する者

が作業を行うこと。 

(6) 森林法その他関係法令に基づく届出、許可その他の手続が必要である場合は、

当該手続を行うこと。 

(7) 補助事業の実施に当たっては、森林環境譲与税を活用した事業である旨の周知

に努めること。 

(8) 市長から森林保全、市民参加の促進又は成果の普及啓発に関する広報、報告会、

成果発表その他これらに類する協力の求めがあったときは、これに応じること。 

(9) 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことがあること。 

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

イ 補助金を他の用途に使用したとき。 

ウ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

エ 規則又はこの要項の規定に違反したとき。 

(10) 前号の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の命ずるとこ

ろにより、その全部又は一部を返還すること。 

(11) 初めて補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業完了後２会計年度の間、各

年度終了後に活動状況報告書（任意様式第８号）を市長に提出すること。 

(12) 前号の団体は、市長から活動継続、担い手確保、成果共有又は普及啓発に関す

る助言、報告会若しくは意見交換への協力を求められたときは、これに努めること。 

（補助金の交付決定通知） 

第９条 規則第７条の補助金等交付決定通知書及び補助金等不交付決定通知書の様

式は、つくば市森林活動団体支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）

とする。 

（補助事業の変更等） 



第 10 条 規則第 12 条の２の補助事業等変更・中止・廃止申請書の様式は、つくば市

森林活動団体支援事業補助金変更等承認申請書（様式第５号）とする。 

２ 収支予算書の金額に変更が生じたときは、前項の申請書に、つくば市森林活動団

体支援事業補助金収支変更予算書（様式第６号）を添付するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助事業の変

更、中止又は廃止について承認するか否かを決定し、つくば市森林活動団体支援事業

補助金変更等承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

４ 補助事業の目的及び効果に影響を及ぼさない変更は、軽微な変更として第１項の

規定による申請を要しない。 

５ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる変更は、軽微な変更としない。 

(1) 補助金額の増減を伴う変更 

(2) 補助事業の中止又は廃止 

(3) 実施場所である森林の変更 

(4) 補助事業の目的又は効果に重大な影響を及ぼす変更 

(5) 安全管理計画に重大な変更を生じさせる変更 

６ 前各項の規定にかかわらず、備品購入費を除く補助対象経費に係る変更について

は、当該変更に係る領収書その他支出を証する書類の発行日以後に変更申請がされた

場合であっても、補助事業の目的を損なわないと市長が認めるときは、交付決定額の

変更を伴う場合であっても、予算の範囲内において必要と認める額に限りこれを承認

することができる。 

７ 前項の規定は、備品購入費の新規計上、備品購入費の額の増額その他備品の取得

内容に変更を生じさせる場合については、適用しない。 

（財産処分の制限） 

第 11 条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、取得価格又は効

用の増加価格が１件当たり 50,000 円以上のものについては、法定耐用年数（減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数を



いう。）が 10 年未満のものにあっては５年間、法定耐用年数が 10 年以上のものにあ

っては 10 年間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。 

２ 前項の財産には、チェーンソー、刈払機、防護具その他継続的な使用が見込まれ

る物品を含むものとする。 

３ 市長は、第１項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該財

産に係る補助金相当額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（実績報告） 

第 12 条 規則第 13 条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、つくば市森林活動団

体支援事業補助金実績報告書（様式第８号）とする。 

２ 規則第 13 条第１項の収支決算書の様式は、つくば市森林活動団体支援事業補助

金収支決算書（様式第９号）とする。 

３ 規則第 13 条第１項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 補助事業の実施状況が確認できる領収書その他支出を証する書類の写し 

(2) 補助事業の実施状況が確認できる写真 

(3) 参加者数その他事業実施内容が分かる書類 

(4) 補助事業により取得した財産がある場合は、その管理状況が分かる書類 

(5) つくば市森林バンク制度との連携状況又は事業効果が分かる書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

４ 規則第 13 条第１項の所定の期日は、補助事業の完了の日から起算して 20 日を経

過する日又は当該年度の２月の最終開庁日のいずれか早い日とする。 

５ 市長は、前各項の規定により提出があったときは、補助事業の概要を公表するこ

とができる。 

（消費税仕入控除税額の取扱い） 

第 13 条 補助金の交付を受けようとする者が消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に

規定する課税事業者である場合において、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消



費税に相当する額のうち仕入れに係る消費税額として控除することができる額があ

るときは、当該控除することができる額を控除して交付申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付申請時において仕入控除税額が明らかでないとき

は、これを含めて交付申請することができる。 

３ 前項の規定により交付申請をした者は、実績報告後に仕入控除税額が確定したと

きは、速やかに市長に消費税仕入控除税額報告書（任意様式第６号）により報告しな

ければならない。 

４ 市長は、前項の報告があった場合において、既に交付した補助金の額に過払があ

ると認めるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（補助金の額の確定通知） 

第 14 条 規則第 14 条の補助金等確定通知書の様式は、つくば市森林活動団体支援事

業補助金交付額確定通知書（様式第 10 号）とする。 

（交付の請求） 

第 15 条 規則第 15 条の２第２項の補助金等交付請求書の様式は、つくば市森林活動

団体支援事業補助金交付請求書（様式第 11 号）とする。 

（交付） 

第 16 条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査

し、補助金を交付するものとする。 

（決定の取消し） 

第17条 規則第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したと

きは、つくば市森林活動団体支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第 12 号）に

より通知するものとする。 

（補助事業の公表） 

第 18 条 市長は、森林環境譲与税の適正な活用及び森林保全に関する取組の普及啓

発を図るため、個人情報を含まない範囲において、補助事業の概要、実施団体名、活

動内容、成果その他必要と認める事項を公表することができる。 



（補助金の経理等） 

第 19 条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業について会計帳簿を備え、他の経

理と明確に区分して補助事業に係る収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明確

にするものとする。 

２ 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当

該年度終了後５年間保存するものとする。 

（補則） 

第 20 条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要項は、令和８年５月 11 日から施行する。 

 

  



別表（第５条第４項関係） 

区分 内容 

報償費 団体の構成員でない外部講師、専門家、指導者等に対する謝礼 

旅費 団体の構成員でない外部講師、専門家、指導者等の旅費 

需用費 消耗品費、印刷製本費、燃料費、資材費、軽微な修繕料その他補助事

業の実施に必要な経費 

役務費 通信運搬費、保険料、手数料その他補助事業の実施に必要な経費 

委託料 専門的作業又は補助事業の一部を委託するために必要な経費 

使用料及び

賃借料 

機械器具、車両、会場その他補助事業の実施に必要な物件の使用料及

び賃借料 

備品購入費 刈払機、防護具、工具その他補助事業の実施に必要と認められる備品

（１件当たりの取得価格が 10,000 円以上のものに限る。）の購入費 

※ チェーンソー、刈払機を購入する場合は、当該機械器具の取扱い

に関する講習を修了した者が団体に所属していること。 

受講料 安全講習、技能講習その他補助事業の実施に必要な講習等の受講料 

その他 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 

備考 

1. 消費税及び地方消費税を含む。ただし、第 13 条の規定により控除すべき額があ

る場合は、当該控除後の額とする。 

2. 補助事業に直接関連しない経費又は第５条第５項各号に該当する経費は、上記の

経費区分に該当する場合であっても補助対象としない。 


